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多剤投与適正化での加算

　医薬品の適正使用やポリファーマシーの解消、残薬の解消や

医療費の適正化などの観点から、診療報酬や調剤報酬では様々

な取り組みに対する点数が設定されており、令和5年7月20日に

告示された第四期医療費適正化計画においても、医療の効率化

提供の観点から「重複投薬・多剤投与の適正化」が盛り込まれ

ています。１）

　現在の診療報酬・調剤報酬では、どのような点数が設定され

ているのでしょうか？

　診療報酬・調剤報酬では、処方・調剤された薬剤数に関係するものが様々

設定されています。またその内容については、重複投薬・多剤投与の適正化

や向精神薬の処方数によるもの等があります。

　以下に令和4年度診療報酬改定の医科点数表・調剤点数表に関係する加算

名などを挙げてみます。
（診療報酬点数表の注や留意事項の抜粋は別紙参照のこと。その他詳細に関しては厚労省告

示・通知にてご確認ください。）

【医科点数表】２）

　＜薬剤数に関係する要件に応じて算定できる、加算できるもの＞

認知症地域包括診療加算、薬剤適正使用連携加算、薬剤総合評価調整加算および薬剤調整加

算※、３）、非定型抗精神病薬加算、薬剤適正使用連携加算、認知症地域包括診療料、薬剤総合評価

調整管理料および連携管理加算、退院時薬剤情報連携加算、向精神薬調整連携加算、向精神薬

調整連携加算、精神科継続外来支援・指導料

　＜薬剤数に関係する要件に応じて減算されるもの＞

処方料、薬剤料、処方箋料、通院・在宅精神療法

※薬剤調整課加算に関しては、薬剤数のほか、抗精神病薬の場合はクロルプロマジン換算によ

る減少の場合も規定さてれています

【調剤点数表】４）

　＜薬剤数に関係する要件に応じて算定できる、加算できるもの＞

重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算、服用薬剤調整支援料、在宅患者重複投薬・相

互作用等防止管理料
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〈参考〉

１）　厚生労働省　第四期医療費適正化計画（2024 ～ 2029）について

２）　厚生労働省　診療報酬の算定方法の一部を改正する件　別表第一 (医科点数表)

３）　厚生労働省　診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）　別添1 (医科点数表)

４）　厚生労働省　診療報酬の算定方法の一部を改正する件　別表第三 (調剤点数表)
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